
総総則則  第第３３章章  被被害害軽軽減減とと都都市市再再生生にに向向けけたた目目標標（（減減災災目目標標））  

第２節 減災目標 
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 第２節 減災目標 
平成 19年の地震防災対策特別措置法（平成 7年法律第 111号）の改正に伴い、「地震災害の

軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標」設定を求められて以来、都が定めた減災

目標()を踏まえ、区においても地域防災計画に減災目標を設定し、対策を推進してきた。 

また、都では、平成 24 年の地域防災計画修正の際に、災害による人的・物的被害を軽減する

ことに加え、都民生活や都市活動の早期復旧・復興が重要であることに鑑み、減災目標の名称

を「被害軽減と都市再生に向けた目標」へと改めた上で、新たな目標を定める中、区において

も、新たな減災目標を定めてきた経緯がある。 

今回、墨田区の都心南部直下地震による被害は、平成 24 年の被害と比較し、死者数は約 350

人減少し、建物被害は約 8,500 棟減少する想定となっている。都全体でも同様に減少しており、

都は、この結果を過去 10 年の不燃化・耐震化、自助・共助等の取組の成果とし、引き続きこう

した対策を加速化・一層の強化を図ることで、さらなる減災を推進することとしている。 

これらのことを踏まえ、区においても、都と一体となって効果的な防災対策を推進すること

から、都の減災目標に合わせ、区の減災目標を更新することとし、その目標達成に向けて、事

業者、区民等と協力して対策を推進していく。 

 

【区の減災目標】 

2030年度（令和 12年度）までに、 

首都直下地震等による人的・物的被害を概ね半減 

 

【目標】 

目標１ 死者を概ね半減させる 

○ 建物の倒壊や地震火災等による死者を約 160人減 

○ 被害想定で、建物全壊や地震火災等を原因とする死者数 321 人を概ね半減の約 160 人

にする。 

目標２ 避難者を概ね半減させる 

○ 住宅の倒壊や火災等による避難者を約 61,000人減 

○ 被害想定で、住宅の倒壊や火災等による避難者約 12.3万人を概ね半減の約 6.2万人に

する。 

目標３ 建築物の全壊・焼失棟数を概ね半減させる 

○ ゆれ・液状化等による建物全壊や地震火災による焼失を約 4,500棟減 

○ 被害想定で、ゆれ・液状化等による建物全壊や地震火災による焼失 9,070 棟を概ね半

減の約 4,500棟にする。 

 

 

 
() 被害想定をもとに、人的被害や経済被害の軽減について達成時期を定めた具体的な被害軽減量を示す数値目標を
指す。 

 

 

 

 

 

震震災災編編  
（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  

第１節 区長、区民及び事業者の基本的責務 
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第１章 区、区民、防災機関等の基本的責務と役割 

第１節 区長、区民及び事業者の基本的責務 
第１項 基本理念 

地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自

らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けること

のできる区民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という

共助の考え方が大切である。また、この２つの理念に立つ区民と公助の役割を果たす行政と

が、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携・協力しつつ、日頃から災害に備える

とともに、災害から一人でも多くの人々の生命、身体及び財産を守るものとする。 

 

【地域防災計画における基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 基本的責務 
区長、区民及び事業者が震災対策を進める上で果たすべき基本的責務は次のとおりであ

るが、加えて、区民及び事業者は、墨田区地域防災基本条例（昭和 54 年墨田区条例第 18

号）及び東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に規定されたそれぞれの

責務を励行する。 

※ Ⅰ-04：墨田区地域防災基本条例（別冊 P6 参照） 

 
 

区分 基本的責務 

区 長 

１ 区長は、墨田区地域防災基本条例第４条の基本方針に基づき、防災に必要な総合

計画を策定し、区の特性に応じた防災施策を積極的に推進しなければならない。 

２ 区長は、前項の防災施策の実施に必要な財政その他の措置を講じなければなら

ない。 

３ 区長は、国その他の関係機関と協力して防災施策の推進を図るとともに、必要に

応じ国等に対し防災施策の充実及び改善を要請しなければならない。 

地地域域防防災災力力のの向向上上  

自自助助  
区民、事業者等 

「自らの生命は自らが守る」 

共共助助  
町会・自治会等 

「自分たちのまちは自分たちで守る」 

公公助助  
区・都・防災関係機関 

「公的な活動・支援で区民を守る」 

※ Ⅰ-22：東京都震災対策条例（別冊 P178 参照） 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  

第１節 区長、区民及び事業者の基本的責務 
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第１章 区、区民、防災機関等の基本的責務と役割 

第１節 区長、区民及び事業者の基本的責務 
第１項 基本理念 

地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自

らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けること

のできる区民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という

共助の考え方が大切である。また、この２つの理念に立つ区民と公助の役割を果たす行政と

が、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携・協力しつつ、日頃から災害に備える

とともに、災害から一人でも多くの人々の生命、身体及び財産を守るものとする。 

 

【地域防災計画における基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 基本的責務 
区長、区民及び事業者が震災対策を進める上で果たすべき基本的責務は次のとおりであ

るが、加えて、区民及び事業者は、墨田区地域防災基本条例（昭和 54 年墨田区条例第 18

号）及び東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に規定されたそれぞれの

責務を励行する。 

※ Ⅰ-04：墨田区地域防災基本条例（別冊 P6 参照） 

 
 

区分 基本的責務 

区 長 

１ 区長は、墨田区地域防災基本条例第４条の基本方針に基づき、防災に必要な総合

計画を策定し、区の特性に応じた防災施策を積極的に推進しなければならない。 

２ 区長は、前項の防災施策の実施に必要な財政その他の措置を講じなければなら

ない。 

３ 区長は、国その他の関係機関と協力して防災施策の推進を図るとともに、必要に

応じ国等に対し防災施策の充実及び改善を要請しなければならない。 

地地域域防防災災力力のの向向上上  

自自助助  
区民、事業者等 

「自らの生命は自らが守る」 

共共助助  
町会・自治会等 

「自分たちのまちは自分たちで守る」 

公公助助  
区・都・防災関係機関 

「公的な活動・支援で区民を守る」 

※ Ⅰ-22：東京都震災対策条例（別冊 P178 参照） 
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  

第１節 区長、区民及び事業者の基本的責務 
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区 民 

１ 区民は、災害による被害を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相

互に協力し、区民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

２ 区民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（１）建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

（２）家具類の転倒・落下・移動の防止 

（３）出火の防止 

（４）初期消火に必要な用具の準備 

（５）飲料水及び食料の確保 

（６）避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

（７）家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 

３ 区民は、災害後の区民生活の再建及び安定並びにまちの復興を図るため、地域社

会を支える一員としての責任を自覚し、災害後においては、相互に協力し、事業者、

ボランティア及び区、その他の行政機関との協働により、自らの生活の再建及び居

住する地域の復興に努めなければならない。 

４ 区民は、区その他の行政機関が実施する災害対策事業に協力するとともに、自発

的な災害対策活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組に

より災害対策に寄与するよう努めなければならない。 

事業者 

１ 事業者は、区、その他の行政機関が実施する災害対策事業及び区民が協働して行

う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、地域にお

ける社会的責任を自覚し、災害の防止、その施設の適切な管理を行い、従業員及び

近隣住民の安全を確保するとともに、災害後の区民生活の再建及び安定並びにま

ちの復興を図るため、最大の努力を図り、防災のまちづくりに協力するよう努めな

ければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して災害時の被害を防止するため、事業所に来所す

る顧客、従業員等及び近隣住民並びにその管理する施設及び設備について、その安

全の確保に努めなければならない。 

３ 事業者は、東京都帰宅困難者対策条例（平成 24 年東京都条例第 17 号）に基づ

き、災害時には、施設の安全等を確認した上で、従業員を事業所内に待機させるな

ど、一斉帰宅の抑制に努めなければならない。そのため、あらかじめ、従業員の３

日分の飲料水及び食料等を備蓄するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、従業員との連絡手段の確保に努めるとともに、従業員に

対して、家族等との連絡手段の確保、避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による

帰宅経路の確認等の周知に努めなければならない。 

５ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における災害を最小限に止めるため、

近隣住民に対する災害対策活動の実施等、近隣住民等との連携及び協力に努めな

ければならない。 

６ 事業者は、その事業活動に関して災害を防止し、かつ、発生した被害をできるだ

け軽減するために、区が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計

画を作成しなければならない。    

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  

第２節 防災機関の役割 
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第２節 防災機関の役割 
区及び区の地域における防災関係機関が防災に関して処理する業務は、おおむね次のとお

りである。 

第１項 区 
区が果たす役割 

１ 区防災会議に関すること。 
２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 
３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 
４ 緊急輸送の確保に関すること。 
５ 避難指示等及び誘導に関すること。 
６ 水防に関すること。 
７ 都と連携した医療、防疫及び保健衛生に関すること。 
８ 都と連携した帰宅困難者対策に関すること。 
９ 都と連携した応急給水活動に関すること。 
10 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 
11 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 
12 ボランティアの支援及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関す

ること。 
13 公共施設の応急復旧に関すること。 
14 災害復興に関すること。 
15 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 
16 住民防災組織の育成に関すること。 
17 事業所防災に関すること。 
18 防災教育及び防災訓練に関すること。 
19 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

本
部
長
室
事
務
局 

都市計画部危機管理担当 

防災課 
安全支援課 

企画経営室 
行政経営担当 
 

１ 本部長室事務局の庶務に関すること。 
２ 被害情報等の情報総括に関すること。 
３ 対策方針等の検討、災対各部との調整、本部長指示

の起案等に関すること。 
４ 本部指令等の伝達に関すること。 
５ 都及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 
６ 災害救助法の適用要請に関すること。 
７ 災害復旧計画の企画立案に関すること。 
８ 災害復興本部準備室の設置に関すること。 

企画経営室 

秘書担当 
１ 本部長・副本部長の秘書に関すること。 
２ 本部長室事務局他隊の活動支援に関すること。 

企画経営室 
政策担当 

企画経営室ファシリティ

マネジメント担当 
 財産管理課 

１ 都からの受援に関すること。 
２ 協定締結自治体からの受援に関すること。 
３ 本部長室事務局他隊の活動支援に関すること。 

企画経営室 

 広報広聴担当 
１ 災害に関する広報に関すること。 

２ 災害に関する広聴に関すること。 

３ 報道機関との連絡に関すること。 

４ 災害状況その他の記録に関すること。 

災
対

総
務

部 総務部 

総務課 
１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 
２ 庁舎の管理に関すること。 
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区 民 

１ 区民は、災害による被害を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相

互に協力し、区民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

２ 区民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（１）建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

（２）家具類の転倒・落下・移動の防止 

（３）出火の防止 

（４）初期消火に必要な用具の準備 

（５）飲料水及び食料の確保 

（６）避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

（７）家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 

３ 区民は、災害後の区民生活の再建及び安定並びにまちの復興を図るため、地域社

会を支える一員としての責任を自覚し、災害後においては、相互に協力し、事業者、

ボランティア及び区、その他の行政機関との協働により、自らの生活の再建及び居

住する地域の復興に努めなければならない。 

４ 区民は、区その他の行政機関が実施する災害対策事業に協力するとともに、自発

的な災害対策活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組に

より災害対策に寄与するよう努めなければならない。 

事業者 

１ 事業者は、区、その他の行政機関が実施する災害対策事業及び区民が協働して行

う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、地域にお

ける社会的責任を自覚し、災害の防止、その施設の適切な管理を行い、従業員及び

近隣住民の安全を確保するとともに、災害後の区民生活の再建及び安定並びにま

ちの復興を図るため、最大の努力を図り、防災のまちづくりに協力するよう努めな

ければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して災害時の被害を防止するため、事業所に来所す

る顧客、従業員等及び近隣住民並びにその管理する施設及び設備について、その安

全の確保に努めなければならない。 

３ 事業者は、東京都帰宅困難者対策条例（平成 24 年東京都条例第 17 号）に基づ

き、災害時には、施設の安全等を確認した上で、従業員を事業所内に待機させるな

ど、一斉帰宅の抑制に努めなければならない。そのため、あらかじめ、従業員の３

日分の飲料水及び食料等を備蓄するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、従業員との連絡手段の確保に努めるとともに、従業員に

対して、家族等との連絡手段の確保、避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による

帰宅経路の確認等の周知に努めなければならない。 

５ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における災害を最小限に止めるため、

近隣住民に対する災害対策活動の実施等、近隣住民等との連携及び協力に努めな

ければならない。 

６ 事業者は、その事業活動に関して災害を防止し、かつ、発生した被害をできるだ

け軽減するために、区が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計

画を作成しなければならない。    

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  
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第２節 防災機関の役割 
区及び区の地域における防災関係機関が防災に関して処理する業務は、おおむね次のとお

りである。 

第１項 区 
区が果たす役割 

１ 区防災会議に関すること。 
２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 
３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 
４ 緊急輸送の確保に関すること。 
５ 避難指示等及び誘導に関すること。 
６ 水防に関すること。 
７ 都と連携した医療、防疫及び保健衛生に関すること。 
８ 都と連携した帰宅困難者対策に関すること。 
９ 都と連携した応急給水活動に関すること。 
10 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 
11 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 
12 ボランティアの支援及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関す

ること。 
13 公共施設の応急復旧に関すること。 
14 災害復興に関すること。 
15 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 
16 住民防災組織の育成に関すること。 
17 事業所防災に関すること。 
18 防災教育及び防災訓練に関すること。 
19 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

本
部
長
室
事
務
局 

都市計画部危機管理担当 

防災課 
安全支援課 

企画経営室 
行政経営担当 
 

１ 本部長室事務局の庶務に関すること。 
２ 被害情報等の情報総括に関すること。 
３ 対策方針等の検討、災対各部との調整、本部長指示

の起案等に関すること。 
４ 本部指令等の伝達に関すること。 
５ 都及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 
６ 災害救助法の適用要請に関すること。 
７ 災害復旧計画の企画立案に関すること。 
８ 災害復興本部準備室の設置に関すること。 

企画経営室 

秘書担当 
１ 本部長・副本部長の秘書に関すること。 
２ 本部長室事務局他隊の活動支援に関すること。 

企画経営室 
政策担当 

企画経営室ファシリティ

マネジメント担当 
 財産管理課 

１ 都からの受援に関すること。 
２ 協定締結自治体からの受援に関すること。 
３ 本部長室事務局他隊の活動支援に関すること。 

企画経営室 

 広報広聴担当 
１ 災害に関する広報に関すること。 

２ 災害に関する広聴に関すること。 

３ 報道機関との連絡に関すること。 

４ 災害状況その他の記録に関すること。 

災
対

総
務

部 総務部 

総務課 
１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 
２ 庁舎の管理に関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

法務課 ３ 車両、舟艇等の調達及び配車に関すること。 
４ 民間協力団体の受入れと派遣に関すること。  

 ５ 協定団体への要請に関すること。 

６ 災害時ボランティアの派遣に関すること。 

７ 部内各隊に属さないこと。 

８ 他の部に属さないこと。  

総務部 

 職員課 
 
 
 

１ 本部職員の動員に関すること。 

２ 労働力の供給に関すること。 

３ 本部職員の救護に関すること。 

４ 本部職員の給食に関すること。 

５ 本部職員の給与に関すること。 

６ 防災業務従事職員の災害補償に関すること。   

総務部 

すみだ人権同和･男女共同
参画事務所 

社会福祉会館 
すみだ共生社会推進セ

ンター 
 

１ 人権問題等の相談に関すること。 

２ 女性のための相談に関すること。 

３ 人権施策、男女共同参画の普及・啓発に関すること。 

４ 区立保育園・認定こども園への援助活動に関するこ

と。［社会福祉会館］ 

災
対
総
務
部 

区民部 

窓口課 
出張所 

 
 

１ 施設の管理及び利用者の保護に関すること。［各出張所］ 

２ 被災者生活再建支援に関すること。 

３ 出張所事務要領に定める実態調査管轄区域内における

被害状況等の情報収集及び報告に関すること。 

４ 住家被害認定調査及び罹災台帳の作成に関すること。 

５ 罹災証明書の交付に関すること。 

６ 区立保育園・認定こども園への援助活動に関するこ

と。［各出張所］ 

７ 指定管理施設との連絡に関すること。［緑・東向島出張所］ 

８ 遺体の捜索に関すること。 

９ 遺体収容所の設置に関すること。 

10  遺体収容所への遺体の搬送に関すること。 

11 遺体の一時保存に関すること。 
12 遺体の火葬の取扱いに関すること。 
13 遺族への遺骨引渡しに関すること。 
14 身元不明遺体の取扱いに関すること。 
15 罹災台帳の作成に関すること。 
16 罹災証明書の交付に関すること。  

企画経営室 

財政担当 

総務部 

契約課 

会計管理室 

福祉部 

 地域福祉課 

 

１ 災害対策予算に関すること。 

２ 物資、器材等の調達に関すること。 

３ 工事に関すること。 

４ 支出命令書等の審査及び出納に関すること。 

５ 義援品の出納保管に関すること。 

６ 義援金の出納保管に関すること。 

７ 契約班調達物資の出納に関すること。 

８ 災害弔慰金の支給に関すること。 

９ 災害障害見舞金の支給に関すること。 

10 災害援護資金の貸付けに関すること。 

11 被災者生活再建支援金の支給に関すること。 

12 すみだボランティアセンターの維持管理に関すること。 

13 隊内の他の班に属さないこと。［財務班］ 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

災
対
物
資
輸
送
部 

区民部 

国保年金課 

企画経営室 

ＩＣＴ推進担当 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［第

１物資輸送隊］ 

２ 輸送用車両及び運転者調達の要請に関すること。 

３ 物資輸送計画の策定に関すること。 

４ 地域内輸送拠点の開設・運営に関すること。 

５ 倉庫管理者の派遣に関すること。 

６ 給水の協議に関すること。 

７ 飲料水の輸送に関すること。 

８ 食料品の輸送に関すること。 

９ 生活必需品、燃料等の輸送に関すること。 

10 情報システム機器の復旧に関すること。［第２物資

輸送隊］ 

災
対
救
護
部 

総務部 

 総務課 

地域力支援部 

地域活動推進課 

文化芸術振興課 

産業観光部 

産業振興課 

経営支援課 

区民部 

税務課 

福祉部 

 地域福祉課 

生活福祉課 

子ども・子育て支援部 

指導検査課 

子育て支援課 

資源環境部 

 環境保全課 

教育委員会事務局 

 学務課 

地域教育支援課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［管

理隊］ 

２ 各収容隊との連絡調整に関すること。［管理隊］ 

３ 他部との連絡調整に関すること。［管理隊］ 

４ 避難所(*)等への職員の派遣に関すること。 

５ 避難者の救護及び受入れに関すること。 

６ 指定避難場所への避難誘導に関すること。 

７ 避難所の開設及び運営に関すること。 

８ 食料品の供給に関すること。 

９ 飲料水・生活用水の供給に関すること。 

10 生活必需品の供給に関すること。 

11 収容施設の消毒、避難者の防疫等への協力に関する

こと。 

12 自隊の業務進捗状況の把握及び報告に関すること｡

［第１班］ 

13 指定管理者施設の確認及び指示に関すること。［指

定管理者施設を所管する隊］ 

14 日本語のわからない外国人保護に関すること。 

15 文化財の保護に関すること。［第５収容隊］ 

16  避難行動要支援者の確認に関すること。［第６収容

隊第２班］ 

福祉部 

生活福祉課 

 

１ 部内各隊の救護活動支援に関すること。 

２ 発災後の生活困窮者の実態把握に関すること。 

３ 生活保護制度に基づく保護等に関すること。 

４ 隊内の他の班に属さないこと。［管理班］ 

産業観光部 

観光課 

福祉部 

生活福祉課 

１ 情報収集に関すること。 

２ 一斉帰宅の抑制に関すること。 

３ 駅前滞留者対策協議会現地対策本部の設置運営に関

すること。 

４ 一時滞在施設等の開設に関すること。 

５ 一時滞在施設等への職員の派遣に関すること。 

６ 一時滞在施設等への避難誘導に関すること。 

７ 一時滞在施設等に滞在する帰宅困難者への対応に関

すること。 

８  帰宅困難者の帰宅誘導に関すること（４日目以降）。 

９ 部内の救護活動の支援に関すること。 

 
(*) 地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者、又は現に被害を受けるおそれのある者を一時的に受け

入れ、保護するために開設する学校等の建物をいう。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

法務課 ３ 車両、舟艇等の調達及び配車に関すること。 
４ 民間協力団体の受入れと派遣に関すること。  

 ５ 協定団体への要請に関すること。 

６ 災害時ボランティアの派遣に関すること。 

７ 部内各隊に属さないこと。 

８ 他の部に属さないこと。  

総務部 

 職員課 
 
 
 

１ 本部職員の動員に関すること。 

２ 労働力の供給に関すること。 

３ 本部職員の救護に関すること。 

４ 本部職員の給食に関すること。 

５ 本部職員の給与に関すること。 

６ 防災業務従事職員の災害補償に関すること。   

総務部 

すみだ人権同和･男女共同
参画事務所 

社会福祉会館 
すみだ共生社会推進セ

ンター 
 

１ 人権問題等の相談に関すること。 

２ 女性のための相談に関すること。 

３ 人権施策、男女共同参画の普及・啓発に関すること。 

４ 区立保育園・認定こども園への援助活動に関するこ

と。［社会福祉会館］ 

災
対
総
務
部 

区民部 

窓口課 
出張所 

 
 

１ 施設の管理及び利用者の保護に関すること。［各出張所］ 

２ 被災者生活再建支援に関すること。 

３ 出張所事務要領に定める実態調査管轄区域内における

被害状況等の情報収集及び報告に関すること。 

４ 住家被害認定調査及び罹災台帳の作成に関すること。 

５ 罹災証明書の交付に関すること。 

６ 区立保育園・認定こども園への援助活動に関するこ

と。［各出張所］ 

７ 指定管理施設との連絡に関すること。［緑・東向島出張所］ 

８ 遺体の捜索に関すること。 

９ 遺体収容所の設置に関すること。 

10  遺体収容所への遺体の搬送に関すること。 

11 遺体の一時保存に関すること。 
12 遺体の火葬の取扱いに関すること。 
13 遺族への遺骨引渡しに関すること。 
14 身元不明遺体の取扱いに関すること。 
15 罹災台帳の作成に関すること。 
16 罹災証明書の交付に関すること。  

企画経営室 

財政担当 

総務部 

契約課 

会計管理室 

福祉部 

 地域福祉課 

 

１ 災害対策予算に関すること。 

２ 物資、器材等の調達に関すること。 

３ 工事に関すること。 

４ 支出命令書等の審査及び出納に関すること。 

５ 義援品の出納保管に関すること。 

６ 義援金の出納保管に関すること。 

７ 契約班調達物資の出納に関すること。 

８ 災害弔慰金の支給に関すること。 

９ 災害障害見舞金の支給に関すること。 

10 災害援護資金の貸付けに関すること。 

11 被災者生活再建支援金の支給に関すること。 

12 すみだボランティアセンターの維持管理に関すること。 

13 隊内の他の班に属さないこと。［財務班］ 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

災
対
物
資
輸
送
部 

区民部 

国保年金課 

企画経営室 

ＩＣＴ推進担当 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［第

１物資輸送隊］ 

２ 輸送用車両及び運転者調達の要請に関すること。 

３ 物資輸送計画の策定に関すること。 

４ 地域内輸送拠点の開設・運営に関すること。 

５ 倉庫管理者の派遣に関すること。 

６ 給水の協議に関すること。 

７ 飲料水の輸送に関すること。 

８ 食料品の輸送に関すること。 

９ 生活必需品、燃料等の輸送に関すること。 

10 情報システム機器の復旧に関すること。［第２物資

輸送隊］ 

災
対
救
護
部 

総務部 

 総務課 

地域力支援部 

地域活動推進課 

文化芸術振興課 

産業観光部 

産業振興課 

経営支援課 

区民部 

税務課 

福祉部 

 地域福祉課 

生活福祉課 

子ども・子育て支援部 

指導検査課 

子育て支援課 

資源環境部 

 環境保全課 

教育委員会事務局 

 学務課 

地域教育支援課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［管

理隊］ 

２ 各収容隊との連絡調整に関すること。［管理隊］ 

３ 他部との連絡調整に関すること。［管理隊］ 

４ 避難所(*)等への職員の派遣に関すること。 

５ 避難者の救護及び受入れに関すること。 

６ 指定避難場所への避難誘導に関すること。 

７ 避難所の開設及び運営に関すること。 

８ 食料品の供給に関すること。 

９ 飲料水・生活用水の供給に関すること。 

10 生活必需品の供給に関すること。 

11 収容施設の消毒、避難者の防疫等への協力に関する

こと。 

12 自隊の業務進捗状況の把握及び報告に関すること｡

［第１班］ 

13 指定管理者施設の確認及び指示に関すること。［指

定管理者施設を所管する隊］ 

14 日本語のわからない外国人保護に関すること。 

15 文化財の保護に関すること。［第５収容隊］ 

16  避難行動要支援者の確認に関すること。［第６収容

隊第２班］ 

福祉部 

生活福祉課 

 

１ 部内各隊の救護活動支援に関すること。 

２ 発災後の生活困窮者の実態把握に関すること。 

３ 生活保護制度に基づく保護等に関すること。 

４ 隊内の他の班に属さないこと。［管理班］ 

産業観光部 

観光課 

福祉部 

生活福祉課 

１ 情報収集に関すること。 

２ 一斉帰宅の抑制に関すること。 

３ 駅前滞留者対策協議会現地対策本部の設置運営に関

すること。 

４ 一時滞在施設等の開設に関すること。 

５ 一時滞在施設等への職員の派遣に関すること。 

６ 一時滞在施設等への避難誘導に関すること。 

７ 一時滞在施設等に滞在する帰宅困難者への対応に関

すること。 

８  帰宅困難者の帰宅誘導に関すること（４日目以降）。 

９ 部内の救護活動の支援に関すること。 

 
(*) 地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者、又は現に被害を受けるおそれのある者を一時的に受け

入れ、保護するために開設する学校等の建物をいう。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

災
対
環
境
部 

資源環境部 

環境保全課 

環境政策課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 二次災害の防止に関すること。 

３ 清掃隊の支援に関すること。 

４ 部内の他の隊に属さないこと。 

資源環境部 

すみだ清掃事務所 

１ 環境保全隊との連絡調整に関すること。 

２ 隊内の連絡調整及び庶務に関すること。 

３ 隊内の他の班に属さないこと。 

４ 「災害廃棄物処理実施計画」の策定に関すること。 

５ 関係機関との調整及び要請に関すること。 

６ 廃棄物収集等の広報に関すること。 

７ 被害情報の把握及び収集に関すること。 

８ 災害廃棄物処理に関すること。 

９ 区立保育園への援助活動の実施に関すること。［す

みだ清掃事務所・分室］ 

災
対
施
設
保
護
部 

子ども・子育て支援部 

子ども施設課 

子育て政策課 

子育て支援総合センター 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［第

１班］ 

２ 施設被害状況等の集約に関すること。 

３ 他の部の災害対策活動に関すること。 

地域力支援部 

スポーツ振興課 

教育委員会事務局 

 地域教育支援課 

 ひきふね図書館 

１ 施設利用者の保護に関すること。 

２ 施設及び周辺被害の調査に関すること。 

３ 施設の保全及び管理に関すること。 

４ 他の部の災害対策活動の支援に関すること。 

５ 区立保育園・認定こども園への援助活動の実施に関

すること。 

災
対
要
配
慮
者
救
護
部 

福祉部 

介護保険課 

高齢者福祉課 

障害者福祉課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。

［第１班］ 

２ 障害者・高齢者施設との連絡調整に関すること。 

３ 避難行動要支援者の安否確認及び救護に関すること。 

４ 要配慮者救護所の開設・運営に関すること。 

５ 福祉避難所の開設・運営に関すること。 

６ ボランティアの派遣要請及び受入れに関すること。 

福祉部 

障害者福祉課 

すみだふれあいセンター 

すみだ障害者就労支援

総合センター 

１ 施設利用者等の保護に関すること。 

２ 施設の保全及び管理に関すること。 

３ 部内の救護活動の支援に関すること。 

４ 区立保育園への援助活動の実施に関すること。［す

みだふれあいセンター］ 

災
対
保
健
衛
生
部 

保健衛生部 

保健計画課 

生活衛生課 

保健予防課 

健康推進課 

   

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 医療救護活動拠点の設置・運営に関すること。 

３ 都及び関係団体との連携調整に関すること。 

４ 人員調整等に関すること。 

５ 保健衛生に係る計画及び広報に関すること。 

６ 医療・防疫用資器材の調達及び備蓄に関すること。 

７ 災害薬事センターの設置・運営に関すること。 

８ 要配慮者の食支援の管理に関すること。 

９ 受援調整に関すること。 

10 医療救護活動に係る情報管理・分析に関すること。 

11 医療提供に係る調整、連携に関すること。 

12  避難所救護所の運営、関係機関との調整に関すること。 

13 保健センターの安全確保・避難誘導に関すること。 

14  緊急医療救護所の設置・運営に関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

15 ペットの同行避難に関すること。 

16 巡回保健活動に関すること。 

17 ねずみ族・昆虫等の防除に関すること。 

18 動物の保護・管理に関すること。 

19 飲料水等の衛生指導及び毒劇物等の管理に関する

こと。 

20 食品衛生の指導に関すること。 

21 情報の収集及び提供並びに部内各担当との連絡に

関すること。 

22 防疫用資器材の調達及び備蓄に関すること。 

23 感染症対策に関すること。 

24 メンタルケアに関すること。 

25 非常時優先業務の調整・実施に関すること。 

26 相談体制の整備に関すること。 

27 災害時避難行動要支援者の支援に関すること。 

28 要配慮者（乳幼児及び高齢者等）の救護に関すること。 

29 健康相談・メンタルヘルスケア・衛生管理に関すること。 

災
対
建
築
部 

都市計画部 

都市計画課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 区内の主要な都市施設及び公共施設の被害状況の

把握及び報告に関すること。 

３ 家屋被害概況調査に関すること（  ～１週間程度）。 

４ 家屋被害状況調査（被災度調査）に関すること（～

１カ月程度）。 

５ 情報連絡班の活動支援に関すること。 

６ 部内の他の隊に属さないこと。 

都市計画部 

住宅課 

密集市街地整備推進課 

１ 区管理住宅の被害状況の確認に関すること。 

２ 公的住宅及び民間住宅の提供に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設置及び管理の計画に関すること。 

４ 応急仮設住宅の設営及び管理に関すること。 

５ 隊内の他の班に属さないこと。 

都市計画部 

建築指導課 

不燃・耐震促進課 

 

１ 被災建築物の応急危険度判定に関すること（～10 日

間程度）。 

２ 被災家屋等の応急修理、その他被害予防の指導に関

すること。 

３ 被災宅地の応急危険度判定に関すること。 

企画経営室ファシリティ

マネジメント担当 

 公共施設マネジメント推進課 

１ 情報の収集及び連絡調整、報告に関すること［第１

班］。 

２ 避難所等の調査及び応急修理に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設計と発注に関すること。 

災
対
建
設
部 

都市整備部 

都市整備課 

都市整備部立体化・まち

づくり推進担当 

立体化推進課 

拠点整備課 

まちづくり調整課 

１ 本部及び巡検隊等との情報連絡に関すること。 

２ 応急復旧計画の策定に関すること。 

３ 工作協力隊への協力要請等に関すること。 

４ 災害復旧事業に関すること。 

５ 公共土木施設の被害状況の調査、集約及び報告に関

すること。 

６ 河川及び護岸の安全対策計画の作成に関すること。 

７ 注意を要する箇所のパトロールに関すること。 

都市整備部 

土木管理課 

１ 工事現場の安全対策に関すること。 

２ 河川、道路及び公園等のパトロールに関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

災
対
環
境
部 

資源環境部 

環境保全課 

環境政策課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 二次災害の防止に関すること。 

３ 清掃隊の支援に関すること。 

４ 部内の他の隊に属さないこと。 

資源環境部 

すみだ清掃事務所 

１ 環境保全隊との連絡調整に関すること。 

２ 隊内の連絡調整及び庶務に関すること。 

３ 隊内の他の班に属さないこと。 

４ 「災害廃棄物処理実施計画」の策定に関すること。 

５ 関係機関との調整及び要請に関すること。 

６ 廃棄物収集等の広報に関すること。 

７ 被害情報の把握及び収集に関すること。 

８ 災害廃棄物処理に関すること。 

９ 区立保育園への援助活動の実施に関すること。［す

みだ清掃事務所・分室］ 

災
対
施
設
保
護
部 

子ども・子育て支援部 

子ども施設課 

子育て政策課 

子育て支援総合センター 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。［第

１班］ 

２ 施設被害状況等の集約に関すること。 

３ 他の部の災害対策活動に関すること。 

地域力支援部 

スポーツ振興課 

教育委員会事務局 

 地域教育支援課 

 ひきふね図書館 

１ 施設利用者の保護に関すること。 

２ 施設及び周辺被害の調査に関すること。 

３ 施設の保全及び管理に関すること。 

４ 他の部の災害対策活動の支援に関すること。 

５ 区立保育園・認定こども園への援助活動の実施に関

すること。 

災
対
要
配
慮
者
救
護
部 

福祉部 

介護保険課 

高齢者福祉課 

障害者福祉課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。

［第１班］ 

２ 障害者・高齢者施設との連絡調整に関すること。 

３ 避難行動要支援者の安否確認及び救護に関すること。 

４ 要配慮者救護所の開設・運営に関すること。 

５ 福祉避難所の開設・運営に関すること。 

６ ボランティアの派遣要請及び受入れに関すること。 

福祉部 

障害者福祉課 

すみだふれあいセンター 

すみだ障害者就労支援

総合センター 

１ 施設利用者等の保護に関すること。 

２ 施設の保全及び管理に関すること。 

３ 部内の救護活動の支援に関すること。 

４ 区立保育園への援助活動の実施に関すること。［す

みだふれあいセンター］ 

災
対
保
健
衛
生
部 

保健衛生部 

保健計画課 

生活衛生課 

保健予防課 

健康推進課 

   

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 医療救護活動拠点の設置・運営に関すること。 

３ 都及び関係団体との連携調整に関すること。 

４ 人員調整等に関すること。 

５ 保健衛生に係る計画及び広報に関すること。 

６ 医療・防疫用資器材の調達及び備蓄に関すること。 

７ 災害薬事センターの設置・運営に関すること。 

８ 要配慮者の食支援の管理に関すること。 

９ 受援調整に関すること。 

10 医療救護活動に係る情報管理・分析に関すること。 

11 医療提供に係る調整、連携に関すること。 

12  避難所救護所の運営、関係機関との調整に関すること。 

13 保健センターの安全確保・避難誘導に関すること。 

14  緊急医療救護所の設置・運営に関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

15 ペットの同行避難に関すること。 

16 巡回保健活動に関すること。 

17 ねずみ族・昆虫等の防除に関すること。 

18 動物の保護・管理に関すること。 

19 飲料水等の衛生指導及び毒劇物等の管理に関する

こと。 

20 食品衛生の指導に関すること。 

21 情報の収集及び提供並びに部内各担当との連絡に

関すること。 

22 防疫用資器材の調達及び備蓄に関すること。 

23 感染症対策に関すること。 

24 メンタルケアに関すること。 

25 非常時優先業務の調整・実施に関すること。 

26 相談体制の整備に関すること。 

27 災害時避難行動要支援者の支援に関すること。 

28 要配慮者（乳幼児及び高齢者等）の救護に関すること。 

29 健康相談・メンタルヘルスケア・衛生管理に関すること。 

災
対
建
築
部 

都市計画部 

都市計画課 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 区内の主要な都市施設及び公共施設の被害状況の

把握及び報告に関すること。 

３ 家屋被害概況調査に関すること（  ～１週間程度）。 

４ 家屋被害状況調査（被災度調査）に関すること（～

１カ月程度）。 

５ 情報連絡班の活動支援に関すること。 

６ 部内の他の隊に属さないこと。 

都市計画部 

住宅課 

密集市街地整備推進課 

１ 区管理住宅の被害状況の確認に関すること。 

２ 公的住宅及び民間住宅の提供に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設置及び管理の計画に関すること。 

４ 応急仮設住宅の設営及び管理に関すること。 

５ 隊内の他の班に属さないこと。 

都市計画部 

建築指導課 

不燃・耐震促進課 

 

１ 被災建築物の応急危険度判定に関すること（～10 日

間程度）。 

２ 被災家屋等の応急修理、その他被害予防の指導に関

すること。 

３ 被災宅地の応急危険度判定に関すること。 

企画経営室ファシリティ

マネジメント担当 

 公共施設マネジメント推進課 

１ 情報の収集及び連絡調整、報告に関すること［第１

班］。 

２ 避難所等の調査及び応急修理に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設計と発注に関すること。 

災
対
建
設
部 

都市整備部 

都市整備課 

都市整備部立体化・まち

づくり推進担当 

立体化推進課 

拠点整備課 

まちづくり調整課 

１ 本部及び巡検隊等との情報連絡に関すること。 

２ 応急復旧計画の策定に関すること。 

３ 工作協力隊への協力要請等に関すること。 

４ 災害復旧事業に関すること。 

５ 公共土木施設の被害状況の調査、集約及び報告に関

すること。 

６ 河川及び護岸の安全対策計画の作成に関すること。 

７ 注意を要する箇所のパトロールに関すること。 

都市整備部 

土木管理課 

１ 工事現場の安全対策に関すること。 

２ 河川、道路及び公園等のパトロールに関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

道路・橋りょう課 

公園課 

３ 道路、公園等の障害物の排除に関すること。 

４ 公共土木施設（占用物件含む。）の安全対策並びに

被害状況の調査及び報告に関すること。 

５ 河川及び護岸の安全対策に関すること。 

６ 応急復旧工事に関すること。 
災
対
教
育
部 

教育委員会事務局 

庶務課 

すみだ教育研究所 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。

［第１班］ 

２ 学校及び幼稚園施設の被害状況集約及び応急復旧

に関すること。 

３ 園児、児童及び生徒の被災状況調査に関すること。 

４ 災害復旧事業に関すること。 

教育委員会事務局 

学務課 

１ 学用品等の調達及び供給に関すること。 

２ 被災校への保健衛生指導に関すること。 

教育委員会事務局 

指導室 

教育センター 

１ 教職員の避難所運営の支援要請に関すること。 

２ 応急教育計画に関すること。 

３ 隊内の他の班に属さないこと。 

各小・中学校、各幼稚園 １ 園児、児童及び生徒の避難誘導及び保護者への引渡

しに関すること。 

２ 施設の保全及び管理に関すること。 

３ 避難所の運営に関すること。 

４ 応急教育計画に関すること。 
災
対
区
議
会
部 

区議会事務局 

 

 

 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 区議会議員の安否確認に関すること。 

３ 区議会議員との連絡調整に関すること。 

４ 区議会災害対策支援本部に関すること。 

白鬚東地区防災拠点参集隊 

「白鬚東地区防災拠点における防災施設の管理及び防

災機器の作動等に関する協定」に基づく、防災拠点施設管

理職員への指示及び避難住民への対応に関すること。 

 

第２項 都 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

都建設局第五建設事務所 １ 河川の保全及び復旧に関すること。 

２ 道路及び橋梁の保全及び復旧に関すること。 

３ 水防活動に関すること。 

４ 河川における流木対策に関すること。 

５ 河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

都建設局江東治水事務所 １ 高潮対策（地震対策）事業、江東内部河川整備事業、

水門・排水機場等の整備及び維持管理に関すること。 

２ 水防作業の実施及び技術的指導に関すること。 

都水道局（東部第一支所及

び墨田営業所） 

１ 応急給水に関すること（ただし、応急給水槽における

資器材の設置及び応急給水活動は区が行う。）。 

２ 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

都下水道局 

東部第一下水道事務所 

１ 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 仮設トイレ等のし尿の受入れ処理に関すること。 

都交通局門前仲町駅務管区 

都交通局馬喰駅務管区 

都交通局江東自動車営業所 

１ 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 地下高速電車及びバスによる輸送の協力に関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

警視庁第七方面本部 

本所警察署 

向島警察署 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 

２ 交通規制に関すること。 

３ 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。 

４ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。 

５ 行方不明者の捜索及び調査に関すること。 

６ 遺体の調査等及び検視に関すること。 

７ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東京消防庁第七消防方面本部 

本所消防署 

向島消防署 

１ 火災及びその他災害の予防、警戒及び防御に関すること。 

２ 人命の救助及び救急に関すること。 

３ 危険物等の措置に関すること。 

４ 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。   

第
１
章

第
１
章

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割

第
２
章

第
２
章

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上

第
３
章

第
３
章

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現

第
４
章

第
４
章

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保

第
５
章

第
５
章

津
波
等
対
策

第
６
章

第
６
章

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
応
急

対
応
力
の
強
化

第
７
章

第
７
章

情
報
通
信
の
確
保

第
８
章

第
８
章

医
療
救
護

・
保
健
等
対
策

18



震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第１１章章  区区、、区区民民、、防防災災機機関関等等のの基基本本的的責責務務とと役役割割  

第２節 防災機関の役割 

 

18 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
応
急

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

道路・橋りょう課 

公園課 

３ 道路、公園等の障害物の排除に関すること。 

４ 公共土木施設（占用物件含む。）の安全対策並びに

被害状況の調査及び報告に関すること。 

５ 河川及び護岸の安全対策に関すること。 

６ 応急復旧工事に関すること。 
災
対
教
育
部 

教育委員会事務局 

庶務課 

すみだ教育研究所 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。

［第１班］ 

２ 学校及び幼稚園施設の被害状況集約及び応急復旧

に関すること。 

３ 園児、児童及び生徒の被災状況調査に関すること。 

４ 災害復旧事業に関すること。 

教育委員会事務局 

学務課 

１ 学用品等の調達及び供給に関すること。 

２ 被災校への保健衛生指導に関すること。 

教育委員会事務局 

指導室 

教育センター 

１ 教職員の避難所運営の支援要請に関すること。 

２ 応急教育計画に関すること。 

３ 隊内の他の班に属さないこと。 

各小・中学校、各幼稚園 １ 園児、児童及び生徒の避難誘導及び保護者への引渡

しに関すること。 

２ 施設の保全及び管理に関すること。 

３ 避難所の運営に関すること。 

４ 応急教育計画に関すること。 
災
対
区
議
会
部 

区議会事務局 

 

 

 

１ 部の庶務及び本部等との情報連絡に関すること。 

２ 区議会議員の安否確認に関すること。 

３ 区議会議員との連絡調整に関すること。 

４ 区議会災害対策支援本部に関すること。 

白鬚東地区防災拠点参集隊 

「白鬚東地区防災拠点における防災施設の管理及び防

災機器の作動等に関する協定」に基づく、防災拠点施設管

理職員への指示及び避難住民への対応に関すること。 

 

第２項 都 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

都建設局第五建設事務所 １ 河川の保全及び復旧に関すること。 

２ 道路及び橋梁の保全及び復旧に関すること。 

３ 水防活動に関すること。 

４ 河川における流木対策に関すること。 

５ 河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

都建設局江東治水事務所 １ 高潮対策（地震対策）事業、江東内部河川整備事業、

水門・排水機場等の整備及び維持管理に関すること。 

２ 水防作業の実施及び技術的指導に関すること。 

都水道局（東部第一支所及

び墨田営業所） 

１ 応急給水に関すること（ただし、応急給水槽における

資器材の設置及び応急給水活動は区が行う。）。 

２ 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

都下水道局 

東部第一下水道事務所 

１ 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 仮設トイレ等のし尿の受入れ処理に関すること。 

都交通局門前仲町駅務管区 

都交通局馬喰駅務管区 

都交通局江東自動車営業所 

１ 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 地下高速電車及びバスによる輸送の協力に関すること。 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

警視庁第七方面本部 

本所警察署 

向島警察署 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 

２ 交通規制に関すること。 

３ 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。 

４ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。 

５ 行方不明者の捜索及び調査に関すること。 

６ 遺体の調査等及び検視に関すること。 

７ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東京消防庁第七消防方面本部 

本所消防署 

向島消防署 

１ 火災及びその他災害の予防、警戒及び防御に関すること。 

２ 人命の救助及び救急に関すること。 

３ 危険物等の措置に関すること。 

４ 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。   
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第３項 自衛隊 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸上自衛隊 １ 災害派遣の計画及び準備に関すること。 

２ 災害派遣の実施に関すること。 

 

第４項 指定公共機関 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本郵便本所・向島郵便局 １ 郵便事業の運行管理及び施設等の保全に関すること。 

２ 災害時における郵政事業災害特別事務取扱いに関す

ること。 

３ 区内における災害対策の支援に関すること。 

東日本旅客鉄道株式会社 

錦糸町営業統括センター 

１ 鉄道施設の保全に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難

者の輸送の協力に関すること。 

３ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること。 

ＮＴＴ東日本 １ 電信電話施設の保全に関すること。 

２ 災害時における通信の確保に関すること。 

東京電力パワーグリッド 

江東支社 

１ 電力施設の建設並びに安全保全に関すること。 

２ 災害時における電力供給に関すること。 

首都高速道路東京東局 １ 首都高速道路等の保全に関すること。 

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

東京ガスグループ １ ガス供給施設（製造設備等を含む。）の建設及び安全確

保に関すること。 

２ ガスの供給に関すること。 

 

第５項 指定地方公共機関 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東武鉄道 

京成電鉄 

１ 鉄道施設の安全保全に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難

者の輸送の協力に関すること。 

３ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること。 

東京地下鉄日本橋駅務管区

住吉地域 

１ 鉄道施設の安全保全に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難

者の輸送の協力に関すること。 

３ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること。 

東京都トラック協会墨田支部 災害時における貨物（トラック）自動車による救助物資

及び避難者の輸送の協力に関すること。 
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第６項 公共的団体 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

柔道整復師会 

訪問看護協会 

災害時における医療救護活動への協力に関すること。 

 

第７項 民間協力機関 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

町会・自治会等 １ 避難誘導、避難所内の世話業務への協力に関すること。 

２ 罹災者に対する炊き出し、救助物資の配分等への協力

に関すること。 

３ 防疫活動への協力に関すること。 

４ その他、被害状況調査等災害対策事務全般についての

協力に関すること。 
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第３項 自衛隊 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
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第４項 指定公共機関 
機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
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第６項 公共的団体 
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第２章 区民と地域の防災力向上 

 

過去の震災では、地震発生直後の住民同士による助け合いによって多くの命が救われ
るなど、災害時における自助・共助の重要性が明らかになっている。 
ここでは、自助・共助の担い手となる区民、地域、消防団、事業所など、つながりで守

る地域防災力を向上させるための対策を示す。 

 

１ 想定される事態と認識  
〇 町会・自治会への加入率の低下など、地域コミュニティの基盤の弱体化や連帯意識の低

下により、地域のつながりが薄れ、町会・自治会等の地域コミュニティの担い手が不足す

ると、災害時の助け合いが困難になるおそれがある。 

〇 新たな被害想定を踏まえた東京都地域防災計画震災編（令和５年修正）では、家具転倒

防止対策や感震ブレーカーの設置、消火器等による初期消火対策など自助・共助の取組推

進が被害減少に大きく寄与することを指摘している。 

〇 自助・共助の担い手となる区民、地域、消防団、事業所など、これらの主体は、「自ら

の生命は自らが守る」「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを防災の基本理念として、

災害に対する不断の備えを進めるとともに、各主体間の相互連携、相互支援を強め、地域

の防災力の向上を推進していく必要がある。 

 

２ 現在の到達状況 
（（１１））自自助助にによよるる区区民民のの防防災災力力向向上上  

〇 区民による自助の備えを促進するため、各種普及啓発を行う中、令和４年墨田区住民

意識調査によると、家庭で行っている防災対策は、飲食料品の確保は 62.5％、家具の転

倒・落下・移動防止対策は 42.9％となっている。 

（（２２））地地域域ににおおけけるる共共助助のの推推進進  

〇 区内の町会・自治会を母体とする住民防災組織は、現在 170 団体が結成されており、

地域の防災に重要な役割を果たすなど、地域における防災訓練の主体ともなっている。 

（（３３））ママンンシショョンン防防火火対対策策ににおおけけるる自自助助・・共共助助のの推推進進  

〇 区はマンション防災対策として、「すみだ良質な集合住宅認定制度（防災型）」を導

入しているほか、墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例

（平成 20 年墨田区条例第 10 号）に基づく規制誘導により備蓄倉庫の整備などを進めて

いる。 

（（４４））消消防防団団のの活活動動体体制制のの充充実実  

〇 区内の消防団員数 475 人、充足率 73%（令和７年７月現在)の中、区民防災訓練や総合

防災訓練などを通じて、災害時における地域連携を図る取組を実施している。 

（（５５））事事業業所所にによよるる自自助助・・共共助助のの強強化化  

〇 事業所防災計画の作成をはじめ、地域との連携を図る取組を推進している。 

この章のポイント 
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